
奨学⾦・採⽤⼈数 年間授業料半額相当額（年額：41万5千円）  20名�

選考⽅法 合格者の中から、下記の申請書類ならびに学校推薦型選抜（指定校推薦）の
⼊試成績により選考

申請書類 特別奨学⽣申請書、志願票、調査書、推薦書、志望理由書、⼩論⽂、
資格（発展）を証明する資料（コピー）

備考 学校推薦型選抜【指定校推薦】の合格発表と同時期に選考結果を通知します。

奨学⾦・採⽤⼈数 ・年間授業料相当額（年額：83万円）�   ��20名�
・年間授業料半額相当額（年額：41万5千円）�30名�

選考⽅法 給付型奨学⽣選抜（⼀般選抜または⼤学共通テスト利⽤型選抜）により選考

備考 給付型奨学⽣選抜では、「⽬標シート」の提出が必要となります。�
詳細は「⼀般選抜・⼤学⼊学共通テスト利⽤型選抜募集要項」を確認してください。

2025年度
学校推薦型選抜【指定校推薦】対象の

奨学⽣制度について

■指定校特別奨学⽣制度（新規）

学校推薦型選抜【指定校推薦】の出願要件「①⾼校⼊学後の学習成績が指定校宛に通知している本学の
推薦基準を満たしていること」ならびに「③保有資格が指定校宛に通知している本学の推薦基準を満た
していること（資格発展）」の両⽅を満たす場合、指定校推薦の出願時に「指定校特別奨学⽣制度」に
申し込むことができます。

【申請要件】募集要項に記載の指定校推薦基準①⾼校の学習成績（全体の評定平均値）
ならびに③保有資格（発展）の両⽅を満たす者

指定校推薦出願時に申請

■給付型奨学⽣選抜

流通経済⼤学では⼊学試験で優秀な成績を収めた⽅を奨学⽣に採⽤し、原則４年間※にわたり年間授業
料相当額または年間授業料半額相当額の奨学⾦を給付します。
学校推薦型選抜の既合格者は1回に限り検定料無料で受験可能です。受験を希望される場合は、必ず既
に合格している学部学科で出願してください。

【対象】学校推薦型選抜の既合格者

原則4年間※の年間授業料相当額（または半額）を給付

流通経済⼤学⼊試センター（0120 -297 -141）

指定校推薦合格後に出願

※毎年審査を⾏い、適格者のみ継続して奨学⽣とします。

1年次の年間授業料半額相当額を給付

＜募集要項別紙1/2＞

◀裏⾯の「よくある質問」も必ずご確認ください



よくある質問

＜募集要項別紙2/2＞

出願書類で提出する志願票、調査書、推薦書は1通で結構です。

【指定校特別奨学⽣制度について】

【給付型奨学⽣選抜について】

「指定校特別奨学⽣制度」「給付型奨学⽣選抜」ともに返済不要です。

必要です。給付型奨学⽣選抜【⼀般選抜・共通テスト利⽤型選抜】の出願受付期間に必ず出
願してください。なお、web出願の留意点をお伝えしますので、出願前に本学⼊試センター
へ連絡してください。

できます。出願時に「指定校特別奨学⽣制度」の利⽤を申し込み、指定校推薦合格後に「給付
型奨学⽣選抜」にチャレンジすることができます。

影響はありません。まず、指定校推薦の合否判定を⾏い、合格者の中から奨学⽣を選考します。

できません。既に合格している学科と同じ学科で出願してください。

合格後に申請することはできません。本制度は学校推薦型選抜【指定校推薦】の出願時に
のみ申請が可能です。出願時に、特別奨学⽣申請書と⼩論⽂、資格（発展）を証明する資
料を提出いただくことが条件となります。

学校推薦型選抜【指定校推薦】の合格発表と同時期に通知します。奨学⽣に採⽤された⽅
には提出していただく書類がありますので、期⽇までに返送してください。

受け取った奨学⾦の返済は必要ですか？

    「指定校特別奨学⽣制度」に申請した後、「給付型奨学⽣選抜」に出願することはできますか？Q2

Q1

    指定校推薦の合格後に申請することはできますか？Q3

    奨学⽣に不採⽤の場合、指定校推薦の合否に影響はありますか?Q4

指定校推薦で合格した学科と別の学科で出願できますか？Q8

    出願書類とは別に本制度の申請⽤に志願票や調査書等を⽤意する必要はありますか？Q6

「指定校特別奨学⽣制度」の選考結果はいつわかりますか？Q5

「給付型奨学⽣選抜」を受ける場合、あらためて出願が必要ですか？Q7

流通経済⼤学⼊試センター（0120 -297 -141）


